
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【１】「ご契約のしおり」の変更 
１．「今回、保険期間満了を迎えた指定契約を更新・有期変更・終身変更するに際してのご注意点について」「１．

留意事項」の内容について、以下のとおり変更します。 
・（P6）一つ目の表に、つぎのとおり「就業不能収入保障保険（働けなくなったときの保険）」を追加します。 

更新・変更前 更新・変更後 

就業不能収入保障保険(001) 生活介護保険〔Ⅱ型〕(002) 

 

 ・（P7）一つ目の表の「入院給付金(日額保障)の支払限度」につぎのとおり注記(＊2)を追記します。 

項目 更新・終身変更前 更新・終身変更後 

入院給付金 
(日額保障)の 
支払限度 

１入院・通算とも悪性新生物を原 
因とする入院の支払限度なし 

１入院・通算とも悪性新生物・急性 
心筋梗塞・脳卒中を原因とする入院 
の支払限度なし(＊2) 

  (＊2)更新・終身変更後の疾病入院給付金の通算支払限度に適用する入院日数には、更新・終身変更前の急性心
筋梗塞・脳卒中を原因とする入院の日数が含まれます。 

  

 ・（P9）一つ目の●の文章中、「なお、更新・変更後の疾病入院給付金の通算支払限度に適用する入院日数には、
更新・変更前のがんを原因とする入院の日数を含みます。」を削除します。  

 

 

２．（P14）「指定契約の有期変更の特長としくみ」の「有期変更を取り扱う指定契約と保険期間」の表に、つぎの
とおり「就業不能収入保障保険（働けなくなったときの保険）」を追加します。 

有期変更前 有期変更後 有期変更後の保険期間 

就業不能収入保障保険(001) 生活介護保険〔Ⅱ型〕(002) 変更前の保険期間と同一 

 
 
３．（P16）「指定契約の終身変更の特長としくみ」の「終身変更を取り扱う指定契約」の表に、つぎのとおり「就

業不能収入保障保険（働けなくなったときの保険）」を追加します。 

終身変更前（保険期間 有期） 終身変更後（保険期間 終身） 

就業不能収入保障保険(001) 生活介護保険〔Ⅱ型〕(002) 

 

 

以  上 

 

 

 

 

 
【本社】〒103-6031  東京都中央区日本橋2丁目7番1号 

【お客様サービスセンター】 

  電話番号 0120-97-2111（通話無料） 

  営業時間  月～金曜日 9時～18時  土曜日 9時～17時 

  （日曜日・祝日・年末年始（12月30日～翌年1月4日）は休業します） 

「ご契約のしおり・約款」の記載内容につきまして、本文書のとおり、一部を変更させていただきます。 

まことに恐縮ですが、以下の対象の「ご契約のしおり・約款」と合わせてご一読くださいますようお願いいたします。 

 

〔対象の「ご契約のしおり・約款」〕 
 

・保険組曲BestMYWAY（更新・変更）（2025年12月版） 
 

「ご契約のしおり・約款」変更のお知らせ 

（2026年 3月版） 

個-730-25-539(2025/12/17) 99000274-B1 07.12 1,000 N04414-1  

 


